
 

 

１月２６日(水)～３月２日(水)の期間、 

毎週水曜日 １８：００開始の全６回、 

連続講座です。※詳しくは、ポスター参照 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

※裏面の新聞記事Ｂを参照して下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

２年に１回の支部役員定時選挙が、１月２１日(金)立候補締め切りで行われます。支部役員といっても 

そんなに大それたことをやっているわけではありません。組合員なら誰でもできる仕事です。今より学校 

現場を良くしたい、教育環境を良くしたいと思う気持ち、やる気があれば十分です！ 専従になれば、勤

務も融通がきき、学校現場よりは楽できます。もちろん、賃金面で損はしません(保障があります)。ぜひ、

２年間の休暇のつもりであなたもやってみませんか？！ 
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沖教組 

２０１１年も年明け早々、４名の新規加入者があり、幸先の良いスタートがきれました。 
おかげさまで、現在の新規加入者は、本務４９名、臨採５５名の計１０４名になりました。 
しかし、労働協約締結権が公務員にも付与された場合の、過半数の組織率を得なければと 
いう目標にはまだ届いていません。２～３月は、今年度最後の組織強化・拡大月間です。 
ぜひ、多くの方が組合に加入して頂きたいものです。 
 さて、今までにも繰り返しお伝えしていますが、今のままの組合の組織率では、公務員の 
人件費削減(２割カットと言われていますがそれ以上かも？)が簡単にされてしまう雰囲気で 
す(裏面の新聞記事Ａ参照)。カットされてから慌てても、取り戻すのは容易ではありません。 
 人事院勧告制度が無くなって、公務員も交渉で賃金・労働条件を決めていく制度になった 
場合、今の状況だと生活がとても厳しくなり教育という仕事に打ち込むのが難しくなる恐れ 
があります。そうならないよう、ぜひ労働組合の意義を知り、教職員みんなが沖教組に加入 
して、手をつなぎ合いたいものです。 
 

本務を増やすことも 

組合が主張し続けて

きたことです！ 



 ２０１１年１月１０日(月) 琉球新報の記事から 

公務員スト権見送り   
政府影響懸念、労組反発も 

・ 政府は、国家公務員制度改革で公務員にスト権を付与しない方針を固めた。 

・ 人事院勧告制度廃止と、労使交渉による給与決定を２０１２年度から先行実施。 

・ 民主党は労使交渉の導入により賃金引下げをめざしている。 

 
 ２０１０年１１月２日(火) 沖縄タイムスの記事から 

 県給与削減特例廃止へ 
 ２万３０００人対象 財政好転などを理由 

・ 県は、財政再建のて目に２００８年度から４年間の予定ではじめた県職員の給与カット（月給３％、

ボーナス２％）の特例措置を来年１月から廃止する方針。 

・ 県は組合と交わして「財政状況が改善した場合、見直す」との合意により廃止を決定。 

 

 

 

                             の訂正とお詫び 

[Ａ] 前号の島尻情報の「島尻教育事務所の山中所長は、沖教組の教文部長などもされていたそうです」の下線部分は、 

正しくは、島尻支部の社会科教育研究会会長でした。 

訂正してお詫び致します。 
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